
 

第 194回「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」 

ご説明内容 

 

 

１． 日 時 2019年 8月 7日（水）18:30～20:50  

 

２． 場 所 柏崎原子力広報センター ２Ｆ研修室  

 

３． 内 容 

 

（１）長岡技術科学大学対話集会（6/19開催）の報告・感想 

（２）前回定例会以降の動き、質疑応答 

   （東京電力 HD、原子力規制庁、資源エネルギー庁、新潟県、 

柏崎市、刈羽村） 

（３）核燃料サイクル及び高レベル放射性廃棄物の最終処分の 

勉強会（質疑） 

（４）その他、フリートーク 

 

添付：第 194回「地域の会」定例会資料 

 

 

以 上 



2 0 1 9 年 ８ 月 ７ 日 

東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

第 194 回「地域の会」定例会資料 〔前回定例会以降の動き〕 

【不適合関係】 

・ ７月 ９日 ７号機屋外重機吊り下ろし作業における油漏れについて 

（公表区分：Ⅲ）                        〔P.２〕 

・ ７月 31 日 発電所構内（屋外）における体調不良者（熱中症）の発生について  

（公表区分：Ⅲ）                                             〔P.４〕 

 

【発電所に係る情報】 

・ ７月 ５日 柏崎刈羽原子力発電所 7号機工事計画認可申請の補正書提出 

について                                                   〔P.５〕 

・ ７月 11 日 防火区画貫通部の是正状況 について                〔P.９〕 

・ ７月 25 日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について 〔P.10〕 

・ ７月 25 日 過去に発生した人身災害に関する協力企業からの報告漏れに 

ついて                                                     〔P.15〕 

・ ８月 １日 山形県沖地震時における通報連絡用紙の誤記に関する原因と 

改善策について                                             〔P.17〕 

 

【その他】 

・ ７月 30 日 胎内市内において初めてとなる「東京電力コミュニケーションブース」 

の開設について                                             〔P.46〕 

・ ７月 31 日 福島第二原子力発電所の廃止について                         〔P.47〕 

・ ７月 31 日 2019 年度第 1四半期決算について                             〔P.51〕 

 

【福島の進捗状況に関する主な情報】 

・ ７月 25 日 福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 

進捗状況(概要版)                〔別紙〕 

 

 

 

 

 

 

 

  

以 上 

＜参考＞ 
 当社原子力発電所の公表基準（平成 15 年 11 月策定）における不適合事象の公表区分について 

区分Ⅰ  法律に基づく報告事象等の重要な事象 
区分Ⅱ  運転保守管理上重要な事象 
区分Ⅲ  運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 
その他  上記以外の不適合事象 
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2 0 1 9 年 7 月 9 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 

区分：Ⅲ 

 

号機 ７号機 

件名 屋外重機吊り下ろし作業における油漏れについて 

不適合の 

概要 

 

2019 年 7 月 9 日午前 11 時 40 分頃、７号機屋外にてクレーンによる重機の吊り下ろ

し作業を行っていたところ、重機（吊り荷）の天地が反転し、重機（吊り荷）から燃料

（軽油）が漏れたことを確認したことから、柏崎市消防本部へ連絡（一般電話にて実施）

しました。 
なお、一連の作業でけが人の発生はありません。 

  

 

（安全性、外部への影響） 

 漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。 

 また、漏れた油は作業エリアでとどまっており環境への影響はありません。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

現在、漏れた油の吸着処理を行うとともに防火対策を実施しています。 

 また、反転した重機（吊り荷）については今後、復旧方法を検討します。 

 
※７月９日 16 時 38 分頃、当該の重機については安定させるためコンクリート面に下ろ

した状態にしております。 
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＜参考資料＞ 
 

 

 

重機を下ろした状態 
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2019 年 7 月 31 日 

東京電力ホールディングス株式会社 
柏 崎 刈 羽 原 子 力 発 電 所 

区分：Ⅲ 

 

号機 発電所構内（屋外） 

件名 発電所構内（屋外）における体調不良者（熱中症）の発生について 

不適合の 

概要 

 

2019 年 7 月 30 日、発電所構内（屋外）において安全対策工事に従事していた協力企

業作業員 2 名が体調不良を訴えたことから、当社の健康管理室にて産業医の診察を受けた

結果、2 名とも熱中症と判断されました。なお、2 名とも意識はあります。 

うち 1 名については、午後 4 時 24 分に業務車にて病院に搬送されました。 

もう 1 名については、健康管理室にて点滴の処置を受けました。 

病院に搬送された１名については、現在も入院しております。 

健康管理室にて点滴を受けていた１名については、本日、通常通り出勤しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

当該作業においては、熱中症対策としてこまめな休憩や水分補給を行っていましたが、

今後とも当社社員および協力企業の方々へ作業開始前の体調確認や、休憩、適度な水分お

よび塩分等のミネラル補給を心がけるよう、あらためて注意喚起を行います。 
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柏崎刈羽原子力発電所 7 号機工事計画認可申請の補正書提出について 

 

2019 年 7 月 5 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 当社は、柏崎刈羽原子力発電所７号機の工事計画認可申請について、工事工程表の見直

しとともに、基本設計方針や機器の仕様や強度・耐震に関する評価方針等を反映した補正

書を、2018 年 12 月 13 日に提出しております。   

（2018 年 12 月 13 日お知らせ済み） 

 

提出後も引き続き、詳細設計を実施しており、その結果を反映した柏崎刈羽原子力発電

所７号機の工事計画認可申請の補正書を、本日、原子力規制委員会へ提出いたしました。 

 

 工事計画認可申請の補正書については、詳細設計の内容を各機器の添付書類等に反映

し、提出しております。残りの項目についても、原子炉設置変更許可における基本設計方

針に基づき詳細設計を進め、準備が整い次第、補正書を提出してまいります。 

 

 当社は、引き続き原子力規制委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福

島第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努

めてまいります。 

 

以 上 

 

【添付資料】 

 ・柏崎刈羽原子力発電所 7 号機工事計画認可申請の補正書の提出について 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社  

広報室 原子力広報グループ 03-6373-1111（代表） 
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柏崎刈羽原子力発電所7号機
工事計画認可申請の補正書の提出について

201９年7月5日

東京電力ホールディングス株式会社

2

工事計画認可申請の補正書の概要（１／３）

〇工事計画認可申請とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（炉規制法第43条）に基づく手続きであり、原子炉設置変更許可の基本設計方針
に基づいた原子炉施設の詳細設計について、技術基準を満足していることを原子
力規制委員会に審査いただくために申請するもの。

〇工事計画認可申請書は、以下の通り、本文と添付書類で構成される。
本 文：申請者氏名、名称、工事計画（基本設計方針、機器の仕様等を記載する

要目表、品質管理方法）、工事工程表、変更の理由等
添付書類：各機器の詳細な内容を記載した添付書類（説明書、添付図面、耐震

計算書、強度計算書等）

＜工事計画認可補正の経緯＞
2013年9月27日 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の原子炉設置変更許可申請書、

工事計画認可申請書、保安規定変更認可申請書を提出

2018年12月13日 7号機 工事計画認可申請の補正書（第１回）を提出
→工事工程表の見直し、基本設計方針や機器の仕様等を記載
した要目表等（主に、本文と添付書類の補正）

2019年7月5日 7号機 工事計画認可申請の補正書（第２回）を提出
→各機器の詳細な内容を記載した添付書類等

（主に、添付書類の補正）
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3

工事計画認可申請の補正書の概要（２／３）

＜工事計画認可申請の補正書（第２回）の概要＞
2018年12月に補正した工事計画認可の内容について、添付書類

（説明書、添付図面等）の内容を提出。（対象設備は以下参照）

施設区分

補正書

主な設備
本文 添付書類

基本設計
方針

要目表
説明書
図面等

強度・耐震
計算書

1 原子炉本体 ◎ ◎ ○ △ 原子炉圧力容器

2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 ◎ ◎ ○ △
可搬型代替注水ポンプ、使用済燃料貯蔵プール温度計、使
用済燃料貯蔵プール水位計

3 原子炉冷却系統施設 ◎ 〇 〇 △ 高圧代替注水ポンプ、復水移送ポンプ、大容量送水車

4 計測制御系統施設 ◎ ◎ ◎ △
格納容器内圧力計、格納容器内水素ガス濃度、格納容器下
部水位計

5 放射性廃棄物の廃棄施設 ◎ ◎ ◎ △ 主排気筒

6 放射線管理施設 ◎ ◎ 〇 △ プロセス・エリアモニタリング設備

7 原子炉格納施設 ◎ 〇 〇 △
原子炉格納容器、格納容器圧力逃がし装置、静的触媒式水
素再結合器

8 非常用電源設備 ◎ 〇 〇 △
電源車、直流125V蓄電池、第一ガスタービン発電機、非
常用ディーゼル発電設備

9 常用電源設備 ◎ ◎ ◎ - 発電機、変圧器、遮断器

10 火災防護設備 ◎ 〇 △ △ 消火ポンプ、火災区画構造物

11 補助ボイラー ◎ - - - 補助ボイラー

12 浸水防護施設 ◎ 〇 △ △ 閉止板、水密扉、止水堰

13 補機駆動用燃料設備 ◎ ◎ ◎ △ 燃料設備

14 非常用取水設備 ◎ ◎ ◎ △ 海水貯留堰、取水路

15 緊急時対策所 ◎ ◎ △ △ 緊急時対策所

◎ 全て申請済
○ 概ね申請済
△ 一部申請済
－ 申請不要

第1回補正範囲
第1回および第2回補正範囲

第2回補正範囲

4

工事計画認可申請の補正書の概要（３／３）

＜次回以降の申請内容＞
○今後も、原子炉設置変更許可の基本設計方針に基づき、各施設の詳細
設計を反映した補正書（図面や強度・耐震に関する計算書等）につい
て、準備が整い次第、提出する予定
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5

参考（1／2）

・（例示）説明書

2018年12月に補正した工事計画認可の内容について、添付書類（説明書、
耐震計算書等）の内容を提出。

※設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉冷却系統施設）

6

参考（2／2）

・（例示）耐震計算書

2018年12月に補正した工事計画認可の内容について、添付書類（説明書、
耐震計算書等）の内容を提出。

※残留熱除去系熱交換器の耐震性についての計算書
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 

 

（お知らせメモ） 

防火区画貫通部の是正状況について 

2019年 7月 11日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 
 
 当所では現在、１～7号機およびその他共用施設等の防火区画の貫通部について、是正
を進めております。 
前回の公表（2019年 6月 13日）以降、1号機で 18箇所、2号機で 2箇所、3号機で

3箇所、4号機で 1箇所、5号機で 4箇所の是正作業を完了しました。 

また、防火処置未実施箇所の是正については、2019年 7月末を目途に作業を進めてま
いります。  
 是正状況については、以下の通りです。 

【是正状況】                           2019年 7月 10日現在 

号機 
防火処置 

未実施箇所数※１ 
是正箇所数※１ 備考 

１号機 53※２ 46 (28) ※２  

２号機 6 6 (4) 是正作業完了 

３号機 5 4 (1)  

４号機 1 1 (0) 是正作業完了 

５号機 14 12 (8)  

６号機 7 1 (1)  

７号機 2 2 (2) 是正作業完了 

その他 

プラント共用施設 0 0 (0) － 

事務所等 124 124 (124) 是正作業完了 

計 212 196(168)  

注記：下線は、前回 2019年 6月 13日公表からの更新箇所 
（ ）内は、前回 2019年 6月 13日公表の数 

 プラント共用施設は、固体廃棄物貯蔵庫等 
事務所等は、事務本館、サービスホール等 
なお、発電所敷地外にあるエネルギーホールにて確認した 11箇所の防火処置未実施箇所について、 
是正作業を完了しました 
以下の共用施設については、それぞれの代表号機である 1,3,5,6号機に含めて集計 
１号機：1,2号機サービス建屋、1～4号機洗濯設備建屋、1～4号機焼却建屋 

   ３号機：3,4号機サービス建屋 
   ５号機：5～7号機洗濯設備建屋、5～7号機焼却建屋 
   ６号機：6,7号機サービス建屋、6,7号機廃棄物処理建屋 

※１ 2018年 3月 22日までにお知らせした箇所数を含む 
    なお、2号機については 2017年 7月に確認された 2箇所を含む 
※２ 2018年 3月 22日にお知らせした、その他共用施設等の 7箇所（1,2号機サービス建屋 3箇 

所、1～4号機洗濯設備建屋 4箇所）については、１号機施設とする 
以 上 
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【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 広報部 報道グループ 0257-45-3131（代表） 

  

 

過去に発生した人身災害に関する協力企業からの報告漏れについて 

 

2019 年 7 月 25 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

本年４月末、匿名にて過去の作業で協力企業の作業員が負傷していた事案があるとの投

書がありました。当社は、本連絡を受け、元請企業に対し事実関係の確認を含む詳細調査

を指示しておりましたが、このたび、当該作業に係わった作業員への聞き取り等、元請企

業から調査結果の報告を受けましたのでお知らせいたします。 

負傷の発生状況については別紙の通りです。 

 

調査の結果、発災当時の作業関係者間では負傷の程度が軽いことから報告は不要と判断

をしたため、当社に報告が行われなかったことが判明しました。 

なお、本件については、負傷者は休業していないことから労働安全衛生法に基づく報告

の対象外の事案です。ただし、発電所構内では不休災害であっても人身災害は直ちに当社

へ報告するルールとなっており、それが徹底されていませんでした。 

 

当社は、このたびの事案を踏まえ、発電所構内の協力企業に対し、人身災害が発生した

際には当社への速やかな報告を徹底するよう改めて周知してまいります。当社といたしま

しては、このたびの人身災害の発生について報告が行われなかったことは大変遺憾であり、

今後も同様の事案が発生しないよう厳正な管理・監督に努めてまいります。 

 

・別紙：負傷の発生状況 

 

以 上 
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（別紙） 
負傷の発生状況 

 
 
1．発生日時 
  2019 年 1 月 30 日 14 時 40 分頃 
 
2．発生場所 
  2 号機 原子炉建屋 地下 1 階 北側階段室付近（非管理区域） 
 
3．作業内容 
  負傷者は、防火区画の壁の貫通部を調査する委託業務において、高所にあ

る貫通部の調査用として設置していた足場パイプを解体していた。 
 
4．負傷者の状況（けがの程度） 
  診断結果：左中指挫創（3 針縫合、全治約 2 週間） 

なお、けがをした当日、病院にて縫合処置を受けているが、翌日は出社し、

事務所にて勤務。 
 

5．負傷の発生原因 
  足場解体作業において、約 4ｍ上の足場にいた作業員から約 2ｍの単管パイ

プを受け取る際にバランスを崩し、別の単管パイプとの間に左中指を挟まれ

た。 
 

以上 
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山形県沖地震時における通報連絡用紙の誤記に関する原因と改善策について 

 

 

2019 年 8 月 1 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

 

2019 年 6 月 18 日に発生した山形県沖を震源とする地震時において、当所から発出した

通報連絡用紙の誤記に関して原因と改善策を取りまとめ、本日、柏崎市長ならびに柏崎市

議会へ報告しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

以 上 

添付資料 

・山形県沖を震源とする地震発生時、柏崎刈羽原子力発電所からの通報連絡用紙に 

おける誤記についての原因と改善策について（概要版） 

・山形県沖を震源とする地震発生時、柏崎刈羽原子力発電所からの通報連絡用紙に 

おける誤記についての原因と改善策について 

【本件に関するお問い合わせ】 
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柏崎刈羽原子力発電所 

第 一・二・三 報 （続報有り・最終報） 

 
件名 発電所周辺での震度３以上の地震の発生について 公表区分 Ⅲ 

発 信 日 時   年  月  日   時   分 送 信 者  

受 信 日 時   年  月  日   時   分 受 信 者  

（連絡内容）：柏崎刈羽原子力発電所周辺での震度３以上の地震の発生について（第 報） 

 

・以下の連絡内容について、プレス公表（報道機関に資料配付）を行います。 

注）震度３の場合は発電所ＨＰテロップ掲載のみ 
 

（お知らせ） 
地震発生後のプラント状況について（  時  分現在、第 報） 

 
20  年  月  日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 
本日、  時  分頃に地震が発生しておりますが、  時  分現在の運転状況は以下の通りです。 

 

（１）プラントの状況 

号機

名 

地震発生前後の運転状況 燃料プール冷却系の状況 燃料プール冷却に 

係る所内電源の異常 地震発生前 地震発生後 地震発生前 地震発生後 

運転 停止 運転 停止 運転 停止 運転 停止 有 無 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

 

 

号機名 

燃料プール 

からの漏えい 

燃料プール水温度に関する情報 

備考 

燃料プール水 

温度 
温度上昇率 

運転上の制限値 

到達予想時間 

有 無 ℃ ℃/ｈ 
（65℃まで）時

間 

１      約  

２      約  

３      約  

４      約  

５      約  

６      約  

７      約  

 

 

 

 
 
柏崎刈羽原子力発電所 

 

件名 発電所周辺での震度３以上の地震の発生について 公表区分 Ⅲ 

発 信 日 時   年  月  日   時   分 
送 信 者  

確 認 者  

受 信 日 時  受 信 者  

 

・以下の連絡内容について、プレス公表（報道機関に資料配付）を行います。 

注）震度３の場合は発電所ＨＰテロップ掲載のみ 
 

（お知らせ） 
地震発生後のプラント状況について（  時  分現在、第  報） 続報 ・ 最終報 

 
20  年  月  日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

本日､  時  分頃に地震が発生しておりますが、現在のプラント状況は以下の通りです。 
（参考）発電所周辺地域の震度情報 

観測所名 
出雲崎町 
米田 

柏崎市 
中央町 

柏崎市 
西山町池浦 

柏崎市 
高柳町岡野町 

刈羽村 
割町新田 震源地情報 

震度      ＿＿＿＿＿、Ｍ＿＿ 

 
（１）プラントの状況 

号機名
地震発生前後の 

プラント運転状況 

 燃料プール冷却系の状況 燃料プールの 

溢水・漏えい 地震発生前 地震発生後 

１ 

全号機 

プラント停止中 

運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

２ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

３ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

４ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

５ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

６ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

７ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

 
燃料プール冷却系停止に関する情報（停止した場合のみ記載） 

号機名 
燃料プール水位 
（オーバーフロー 

    水位付近） 

燃料プール冷却に係る電源 
（外部電源・非常用 
   ディーゼル発電機） 

燃料プール水温度に関する情報 
燃料プール 
水温度 

温度 

上昇率 

運転上の制限値 
到達予想時間 

℃ ℃/ｈ （65℃まで） 
１ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
２ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
３ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
４ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
５ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
６ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
７ 正常・異常 正常・異常   約    時間 

②記載箇所を移動 
地震速報メールとの記載順序の整合 

放出無し 

①ピアチェックのため追加 

添付資料－１ 
地震用通報連絡用紙の見直し前後 

③全般的に選択肢表記の見直し 
（左右は安全／非安全の順に統一） 

見直し前 見直し後 
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（２）発電所内で観測された地震の加速度の最大値 

     号機原子炉建屋基礎マット上端において   ．  ガル ・ 確認中 

  

 

（３）外部への放射能の影響   無し  （  時  分時点） 
 

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポスト

における指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。 
 

 

（４）各プラントの点検状況    

号機

名 

プラントの点検結果 
原子炉自動停止信号の発生の有無 

異常有り 異常無し 継続中 

１   
 無・有：

［                   ］ 

２   
 無・有：

［                   ］ 

３   
 無・有：

［                   ］ 

４   
 無・有：

［                   ］ 

５   
 無・有：

［                   ］ 

６   
 無・有：

［                   ］ 

７   
 無・有：

［                   ］ 

 

 

 
（５）発電所周辺地域の震度情報 

観測所名 柏崎市 
中央町 

柏崎市 
西山町池浦 

柏崎市 
高柳町岡野町 

刈羽村 
割町新田 

出雲崎町 
米田 

震度      
 
 

＜その他特記事項＞                                  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 
以 上 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 
 

 
（２）外部への放射能の影響   無し 

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポスト

における指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。 
 
（３）発電所内で観測された地震の加速度の最大値 

地震の加速度の最大値 

確認中 

   号機 

   ．   ガル 

（原子炉建屋基礎マット上端  水平 ・ 上下 ） 

 
（４）各プラントの点検状況    

号機名 プラントの点検状況 原子炉自動停止信号の発生 

１ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

２ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

３ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

４ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

５ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

６ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

７ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

（参考）原子炉自動停止の「地震加速度大」設定値 

原子炉建屋 最地下階床 水平１２０ガル 、上下 １００ガル 

原子炉建屋 中間階床  水平１８５ガル 

 

（５）その他特記事項 

                                               

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 
（参考）発電所周辺地域の津波情報 

津波発生に関する気象庁からの発表（新潟県沿岸における情報） 

確認中 無 ・ 有：［  津波注意報  ・  津波警報  ］  

 

以 上 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

④表形式への見直し 

⑤津波情報の追加 

見直し前 見直し後 

③全般的に選択肢表記の見直し 
（左右は安全／非安全の順に統一） 
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宿直当番者力量確認試験要領 

１．背景 

2019 年 7月 1日より、所長が選任した当番熟練者による体制にて宿直当番を実施している。 

本要領は、その他の宿直当番者に対して力量確認を行い、当番熟練者に相当する力量を有している

か否かを評価し、認定するための試験要領とする。 

 

２．当番熟練者の選任 

当番熟練者については、宿直当番体制強化実施責任者及び宿直当番体制強化タスクマネージャーに

より、以下の観点から人選する。 

 

・過去の宿直当番訓練対応が長けている者。 

・過去の宿直当番の際に、トラブル体験があり、失敗していない者。 

・日々のトラブル対応に長けていると実績がある者。 

・日々の対外的対応に長けていると認められる者。 

・「統括責任者」に関しては、原子力副防災管理者に登録している者の中から人選。 

 

  上記の人選者の中から、所長が承認した者を、熟練当番者として選任する。 
 

３．試験概要 

宿直当番者は宿直当番体制強化後の編成に基づいたチーム単位で試験を実施する。 

評価者は熟練当番者として選任された者が行うこととし、必要事項チェックリストによる評価と、

試験終了後の質疑応答による評価で受験者の力量を総合的に評価する。 

 

３－１．チェックリストによる評価 

評価者はチェックリストに基づき、判定欄に「可・否」を記載する。なお、試験中にチェックリス

トの判定が全て確認できない場合は、試験終了後に行う受験者への質疑応答にて確認する。 

 

【チェックリストによる判定基準】 

・受験者がチェックリスト全項目に対してすべて「可」であるものを合格とする。 

・受験者がチェック欄の実施事項をすべて満足している場合を「可」とする。 

   ・合否の対象は、チェックリストの役割欄に記載されている受験者とする。 

 

３－２．試験終了後の質疑応答による評価 

評価者は試験終了後、必要事項チェックリストで判定が出来なかった事項や、確認が必要な事項を

受験者に対して質疑応答にて確認する。質疑応答の結果から、質疑応答チェックリストに基づき、判

定欄に「〇・△・×」を記載する。 

 

【質疑応答チェックリストによる判定基準】 

・判定基準がすべて「〇」もしくは「△」である者を合格とする。 

  〇：質疑において、他者の見本となる良好事例がある場合 

   △：要求されている事項は網羅できている場合 

    ×：実施事項が十分で無く、再度試験を行う必要があると判断される場合 

 

４．試験シナリオ 

試験シナリオは、「地震」とする。 

主な試験付与条件は、「震度４」、「燃料プール冷却系ポンプ停止」。 

 

５．再試験の実施 

試験を実施し不合格となった場合、当番熟練者からの指導を受けた上で、再試験を実施する。 

 

以 上 

添付資料－２ 
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添付資料－３

グレードⅡ グレードⅢ

1 施設定期検査申請書 原子力規制委員会
施設定期検査を受けようとする場合
（検査予定日７日※＋１か月前）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

2 施設定期検査申請内容の変更 原子力規制委員会 施設定期検査申請の内容に変更が生じた場合 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のためＧＭへ権限委譲

3 定検計画書 原子力規制委員会
「No.1施設定期検査申請書」又は「No.2施設定期検査申請内
容の変更」と同時に提出

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

4 施設定期検査時期変更承認申請書 原子力規制委員会

以下に該当する場合であって、検査を行うべき時期の前７日
※＋２か月前
・使用の状況から規定する時期に施設定期検査を行う必要な
いと認めて原子力規制委員会が定期検査を受けるべき時期
を定めて承認したとき
・災害その他非常の場合において，規定する時期に施設定期
検査を受けることが著しく困難であると認めて原子力規制委
員会が施設定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

5 定期安全管理審査申請書 原子力規制委員会
施設定期検査を受けようとする場合
（検査予定日７日※＋１か月前）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

6 定期安全管理審査申請の変更届出書 原子力規制委員会 定期安全管理審査申請の内容に変更が生じた場合 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

7 定期事業者検査計画書 原子力規制委員会
「No.5 定期安全管理審査申請書」又は「No.6 定期安全管理
審査申請の変更届出書」と同時に提出

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

8 定期事業者検査時期変更承認申請書 原子力規制委員会

＜運転中＞
実用炉規則 第55条第1項第2号に定める時期に実施できな
いおそれが生じた場合
＜施設定期検査の時期＞
以下に該当する場合の７日※＋２か月前
・使用の状況から規定する時期に定期事業者検査を行う必
要ないと認めて原子力規制委員会が定期事業者検査を受け
るべき時期を定めて承認したとき
・災害その他非常の場合において，規定する時期に定期事業
者検査を受けることが著しく困難であると認めて原子力規制
委員会が定期事業者検査を受けるべき時期を定めて承認し
たとき

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

9 定期事業者検査実績報告 原子力規制庁長官
定期検査申請を行った場合
（定期検査の終了日から原則として１月を超えない期間）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

10 定検実施報告書 原子力規制庁長官 「No.9定期事業者検査実績報告」と同時に提出 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

11 運転保守状況等報告書 県市村 毎年度５～７月 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

対外報告書リスト（例示）

所長 部長 GM

作成責任者

No. 報告書名 提出先 提出時期 備考

作成Ｇ 作成者副所長

グレードⅠ

作成箇所

①報告書のグレードに応じた
作成責任者を選任

②作成責任者が
力量を有した作成者を指名
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添付資料－４

新規
設置・
取得

修理・
改造

点検・
検査・
測定

廃止・
廃棄・
除却

○ ○ ○ ○ ○ ○ (c)取扱物：フ
ロン類

第一種特
定製品の
定義

・各Ｇ保管のフロン類「点検・整備記録簿」参
照

労務人事Ｇ、資材Ｇ、刈羽地域Ｇ、サービ
スホールＧ、防災安全Ｇ、防護管理Ｇ、放
射線安全Ｇ、化学管理Ｇ、環境Ｇ、発電
(3･4号)Ｇ、一管燃料Ｇ、二管燃料Ｇ、一全
保全総括Ｇ、一全タービン(1･4号)Ｇ、一全
タービン(2･3号)Ｇ、一全原子炉(1･4号)Ｇ、
一全原子炉(2･3号)Ｇ、高経年化評価Ｇ、
一全電気機器(1･4号)Ｇ、一全電気機器
(2･3号)Ｇ、一全計測制御(1･4号)Ｇ、一全
計測制御(2･3号)Ｇ、一全システムエンジ
ニアリングＧ、土木(第二)Ｇ、建築(第二)
Ｇ、二全タービンＧ、二全原子炉Ｇ、二全
電気機器Ｇ、二全計測制御Ｇ、環境施設
Ｇ、電子通信Ｇ、直営作業Ｇ

都度 法令対
象となる
特定製
品の判
断

■用語の定義（第一種特定製品）
第一種特定製品とは，業務用の機器であって，冷媒と
してフロン類が充填されているものをいう。
一　エアコンディショナー
二　冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を
有する自動販売機を含む。）
＜補足＞
以下の①～④のすべてに当てはまる機器のことを指
す。
①エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器（冷凍冷蔵
機能を有する自動販売機を含む。）である。
②業務用として製造・販売された機器である。
③冷媒としてフロン類が充塡されている。
④第二種特定製品ではない。

－ フロン排出
抑制法

第2条第
3項・第4
項・第5
項

・フロン排出抑制法施行規
則第1条第2項
・環境省 管理者手引き（第
2章 法律の対象）

○ (c)取扱物：
可燃物

★ 指定可燃
物の貯蔵・
取扱い

指定可燃物 労務人事Ｇ、資材Ｇ、報道Ｇ、地域共生総
括Ｇ、刈羽地域Ｇ、原子炉安全Ｇ、防災安
全Ｇ、防護管理Ｇ、放射線安全Ｇ、化学管
理Ｇ、環境Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、発電(3･4号)
Ｇ、発電Ｇ、一全保全総括Ｇ、一全タービ
ン(1･4号)Ｇ、一全タービン(2･3号)Ｇ、一全
原子炉(1･4号)Ｇ、一全原子炉(2･3号)Ｇ、
高経年化評価Ｇ、一全電気機器(1･4号)
Ｇ、一全電気機器(2･3号)Ｇ、一全計測制
御(1･4号)Ｇ、一全計測制御(2･3号)Ｇ、一
全システムエンジニアリングＧ、土木(第
一)Ｇ、土木(第二)Ｇ、建築(第一)Ｇ、建築
(第二)Ｇ、二全保全総括Ｇ、二全タービン
Ｇ、二全原子炉Ｇ、二全電気機器Ｇ、二全
計測制御Ｇ、環境施設Ｇ、環境施設プロ
ジェクトＧ、電子通信Ｇ、二全システムエン
ジニアリングＧ

使用前 届出 指定可燃物貯蔵・取扱いを開始する場合
（別表第８で定める数量の５倍以上の指定可燃物（可
燃性固体類及び合成樹脂類にあっては同表で定める
数量以上）を貯蔵し、又は取り扱う場合）

指定可燃物貯
蔵・取扱い届出
書

消防法 第2章
第9条の
3

新潟県柏崎市火災予防条
例第46条
新潟県柏崎市火災予防条
例別表８

○ (b)設備：高
圧ガス設備

★ 高圧ガス設
備の定期
自主検査

（第一種製造所）
①K1水素注入・供給設備
②K2～K7　OI系
（第二種製造所）
③防災用コンプレッサー
（特定高圧ガス消費施設）
④１号機水素注入・供給設備
⑤１号機焼却設備プロパン庫
⑥5号機雑固体廃棄物焼却設備プロパン庫

防災安全Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、一全タービン
(1･4号)Ｇ、一全タービン(2･3号)Ｇ、一全原
子炉(1･4号)Ｇ、一全原子炉(2･3号)Ｇ、一
全計測制御(1･4号)Ｇ、一全計測制御(2･3
号)Ｇ、二全タービンＧ、二全原子炉Ｇ、二
全計測制御Ｇ、環境施設Ｇ

検査 実施 第一種製造者、第二種製造者、特定高圧ガス消費施
設は、定期に、保安のための定期自主検査を実施す
る。

－ 高圧ガス保
安法

第35条
の2

一般高圧ガス保安規則第
83条
液化石油ガス保安規則第
81条

○ ○ ○ ○ (c)取扱物：
石綿

石綿が使
用されてい
る建築物
等の工事

・吹付け石綿
・石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被
覆材

防災安全Ｇ、放射線安全Ｇ、化学管理Ｇ、
環境Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、発電(3･4号)Ｇ、一
管燃料Ｇ、発電Ｇ、二管燃料Ｇ、一全保全
総括Ｇ、一全タービン(1･4号)Ｇ、一全ター
ビン(2･3号)Ｇ、一全原子炉(1･4号)Ｇ、一
全原子炉(2･3号)Ｇ、高経年化評価Ｇ、一
全電気機器(1･4号)Ｇ、一全電気機器(2･3
号)Ｇ、一全計測制御(1･4号)Ｇ、一全計測
制御(2･3号)Ｇ、土木(第一)Ｇ、土木(第二)
Ｇ、建築(第一)Ｇ、建築(第二)Ｇ、二全ター
ビンＧ、二全原子炉Ｇ、二全電気機器Ｇ、
二全計測制御Ｇ、環境施設Ｇ、環境施設
プロジェクトＧ、電子通信Ｇ

作業時 届出及
び報告

【施工者】
特定工事におけるアスベスト排出等作業をする場合は
特定アスベスト廃棄物の種類、数量、処理の方法等の
届出及び報告を行う。又当該特定工事の注文者が存
在する場合は、当該注文者に報告を行う。
【注文者Ｇ（東京電力HD）】
同上事項の報告を受理する

第２号様式(新潟
県版）
特定アスベスト
廃棄物処理計画
届（報告）

新潟県アス
ベストの排
出及び飛
散の防止
等に関する
条例

第16条
第1項

同条例第2条第1項～第1
項第4号
同条例第10条第1項
同条例施行規則第7条第1
項～第3項第2号
同条例施行規則第7条第6
項

業務 既存設備
既存設備

設備保全箇所・対応箇所
実施時

期
実施区

分
許可・届出等の必要な事由 許可・届出書等 関係法令等条文法律

(1)作業 (2)
供用・
運用

期間中

(3)
事故
対応

業務早見表

キーワード
過去

不適合
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ

③既存設備の”設備保全箇所・対応箇所”を
参考に法令を検索

業務と法令の関連表（抜粋）

②OE情報として“過去不適合ヒヤリハット”を活用
（★は過去に不適合、ヒヤリハットを経験しているもの）

①“業務の種類”と
“キーワード”で法令を検索
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山形県沖を震源とする地震発生時、 
柏崎刈羽原子力発電所からの通報連絡用紙における 

誤記についての原因と改善策について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１９年８月 
 

東京電力ホールディングス株式会社 
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１．はじめに 
２０１９年６月１８日夜に発生した山形県沖地震に伴い、弊社では、柏崎刈羽原子力発

電所の状況を新潟県、柏崎市、刈羽村及び原子力規制庁など関係箇所に通報連絡を実施し

ました。その際、通報連絡はＦＡＸ送信にて行いましたが、第２報において、地震後のプ

ラント状況の「燃料プール冷却に係る所内電源の異常」という項目に関して、実際には電

源があるにもかかわらず、誤って「異常有」の欄に“○”を記して送付していました。そ

の後、訂正報を送付したものの、「速やかに正確な情報を発信し、お伝えする」という、通

報連絡としての本来の目的を果たせていない対応となっていました。 
 
本件に対して、柏崎市長及び柏崎市議会から、徹底的な原因究明と抜本的な改善策を求

める旨の申入れを受けています。弊社としては、深い反省のもと、申入れを重く受け止め、

今回の誤りの原因をしっかりと分析した上で改善していくことが必要と考え、対策の検討

を進めてまいりました。 
 
原子力事業者としての責任をしっかりと果たしていくためには、まず実際に発電所の運

営に携わる所員が自らの役割をしっかりと理解して実行し、組織として機能していかなけ

ればなりません。組織としてこれを実現していくためには、発電所のリーダーである所長

が責任をもって、所員の意識を向上させていくことや自らの役割を果たしていくための力

量の付与、さらには業務のプロセスを作りこんでいくことが必要だと考えています。  
したがって、ここで報告する内容は、所長が率先して発電所の幹部層とともに改善策を

具体化し、所員が共通認識をもって各々の役割を果たしていくための対策として検討した

ものです。 
また、今回報告する対策は、発電所の業務を主体として検討してきたものですが、実行

にあたっては社長、原子力・立地本部長をはじめとする本社と発電所が一丸となって、よ

り良い取り組みとしていけるよう、不断の改善に取り組んでまいります。 
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２．通報連絡用紙の記載誤りについての時系列 

 本事象における主要な時系列は以下の通り。 

【地震発生】 

２２：２２頃 ・発電所周辺地域の震度 柏崎市中央町：３、柏崎市西山町池浦：５弱、

柏崎市高柳町岡野町：３、刈羽村割町新田：４、出雲崎町米田：４ 

〈全ての箇所にて安全協定通報連絡該当震度〉 

・各プラント設置の地震計 動作有り 

 最大加速度：６号機 ２０．８ガル（水平(北南)） 

 〈参考〉相当震度３（全号機） 

【第０報対応】地震の揺れの大きさから、安全協定に基づき通報連絡する旨連絡 

２２：２７ 

～２２：３２ 
当番者→新潟県、柏崎市、刈羽村へ第０報電話連絡 

【第１報対応】２２時３０分現在のプラント状況を通報連絡 

内容：放射線監視に指示値変動なし。地震の最大加速度（６号機で２０．８ガル）。燃料プー

ル冷却系の運転状況、燃料プールからの溢水等は確認中。 

２２：３５ 立地自治体等へ通報連絡用紙（第１報）ＦＡＸ送信 

２２：３８ 

～２２：４１ 
当番者→新潟県、柏崎市、刈羽村へ第１報電話連絡 

【第２報対応】２２時５０分現在のプラント状況を通報連絡 

内容：放射線監視に指示値変動なし。燃料プール冷却系は運転中。燃料プールからの溢水は

無し。「燃料プール冷却に係る所内電源の異常」について、全号機「有」と誤記。 

２２：５２ 立地自治体等へ通報連絡用紙（第２報）ＦＡＸ送信 

２２：５５ 

～２２：５８ 
当番者→新潟県、柏崎市、刈羽村へ第２報電話連絡 

【第２報の訂正報対応】 

２２：５７ 本社当番より当番責任者へ「通報連絡用紙（第２報）の記載に誤りがある」

旨電話連絡（燃料プール冷却に係る所内電源の異常について、全号機「有」

となっているが、全号機「無」ではないかの連絡） 

２３：０９ 柏崎市より当番者へ「通報連絡用紙（第２報）の記載に誤りがないか」旨電

話で質問を受け、当番者より柏崎市へ「通報連絡用紙（第２報）の記載には

誤りがあるため、訂正報を改めてＦＡＸ送信する」旨電話で回答。 

２３：１０ 立地自治体等へ通報連絡用紙（第２報訂正報）ＦＡＸ送信 

２３：１５ 

～２３：１８ 
当番者→新潟県、柏崎市、刈羽村へ第２報訂正報電話連絡 
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３．通報連絡用紙の記載誤りの原因について 

 ６月１８日の当番者に対する当日の対応状況の聞き取り結果からクロノロジーを作成し、

当番者の動線を確認。聞き取り結果と対応手順を比較し、通報連絡用紙の記載誤りについ

て要因分析を実施した結果、以下の３点の原因が抽出された。 

 

原因１：誤認しやすい通報連絡用紙の表記（直接的な原因） 

   通報連絡用紙の表記は「燃料プール冷却に係る所内電源の異常」であったが、当番

者は急いで通報連絡をしないといけないという時間的なプレッシャーがあり、「電源の

有無」と思い込み「有」の欄に“○”を記載した。通報連絡用紙は「有/無」と「正常/
異常」との関係が様式内で統一されておらず、当該項目だけが、「異常」という否定要

素を含んだ項目だったこともあり、誤認しやすい表記であった。 
 
 原因２：輻輳する状況への対応が難しい当番体制（根本的な原因） 
   当番者は６名で予め役割分担して通報連絡対応を実施することになっており、６月

１８日の対応では、通報連絡用紙を記載する当番者が、地震後の保安確認パトロール

の要員招集等の作業に追われ、通常はプレス対応をする当番者が代わりに通報連絡用

紙を作成した。さらに通報連絡用紙を作成するはずだった当番者が、作成された通報

連絡用紙の記載内容を確認したが、上記の通り作業が輻輳していたこともあり、確認

が疎かになり誤りに気付けなかった。 
 
 原因３：当番者の力量不足（根本的な原因） 
   当番者は自分の役割は認識していたが、他の当番者の役割（実施すべき事項）まで

は理解しておらず、通報連絡用紙の作成等他の当番者のフォローが十分にできなかっ

た。 
   これまでは他の当番者のフォローができるようになるための訓練は実施しておらず、

自分の役割のみを適切に実施する訓練をしており、臨機応変な対応ができる力量を付

与していなかった。 
 
４．通報連絡用紙の記載誤りの対策について 

 ４．１．誤認しやすい通報連絡用紙の表記に対する対策 
誤認しやすい通報連絡用紙の表記については、通報連絡用紙の記載誤りの防止とプラ

ントの異常な状態がすぐに判断できるよう、通報連絡用紙に記載するプラント状況及び

点検状況については、全般的に選択肢表記「正常・異常等」とし、選択肢表記の左右は

「安全／非安全」の順に統一した。 
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表－１ 修正前の通報連絡用紙（抜粋） 

号機名 

地震発生前後の運転状況 燃料プール冷却系の状況 燃料プール冷却に 

係る所内電源の異常 
地震発生前 地震発生後 地震発生前 地震発生後 

運転 停止 運転 停止 運転 停止 運転 停止 有 無 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

 
表－２ 修正後の通報連絡用紙（抜粋） 

号機名 
地震発生前後の 

プラント運転状況 

 燃料プール冷却系の状況 燃料プールの 

溢水・漏えい 地震発生前 地震発生後 

１ 

全号機 

プラント停止中 

運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

２ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

３ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

４ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

５ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

６ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

７ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

 
（添付資料－１参照） 

 
 ４．２．輻輳する状況への対応が難しい当番体制に対する対策 

通報連絡作業の輻輳を軽減するため当番体制を２名増員し、６名から８名に変更した。

増員した要員については、輻輳する作業環境においても通報連絡を適切に行えるように、

通報連絡用紙の作成及び電話連絡など対外的な対応をする要員と通報連絡用紙の最終確

認及び全体を統括する要員とした。さらに、作成したクロノロジーを参照し、各当番者

の役割についての平準化を実施した。 
当番体制変更後の役割と体制は以下表－３の通り。なお、変更箇所を赤字で記載する。

黄色箇所：変更箇所 

全般的に選択肢表記の見直し 
（左右は安全／非安全の順に統一） 
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へ
緊
急
時
組
織
で
の
活
動
へ
の
移
行
指
示

 

当
番
者
Ａ
－
１

 

・
正
門
な
ど
か
ら
の
初
期
情
報
の
収
集
窓
口

 
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
（
送
信
実

績
の
確
認
含
む
）

 
・
社
外
（
新
潟
県
、
柏
崎

市
、
刈
羽
村
、
警
察
、
消
防

）

と
の
連
絡
窓
口

 

当
番
者
Ａ
－
２

 

・
社
外
（

運
転
検
査
官
）

と
の
連
絡
窓
口

 
・
自
治
体
向
け
情
報
提
供
メ
ー
ル
発
信

 
・
所
内
関
係
者
へ
緊
急
情
報
提
供
メ
ー
ル
発
信

 
・
緊
急
時
組
織
の
対
策
要
員
召
集

 

当
番
者
Ｂ
－
１

 
・
プ
ラ
ン
ト
関
係
情
報
の
ま
と
め

 
・
中
操
か
ら
の
初
期
情
報
の
収
集
窓
口

 
当
番
者
Ｂ
－
２

 
・
自
衛
消
防
隊
長
（
火
災
、
火
報
発
生
時
の
現
場
対
応
） 

当
番
者
Ｃ

 

・
プ
レ
ス
、
マ
ス
コ
ミ
対
応

 
・
通
報
連
絡
用
紙
の
マ
ス
キ
ン
グ
版
作
成

 
・
プ
レ
ス
文
の
作
成

 
・
プ
レ
ス
文
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
（
送
信
実
績
の
確
認
含
む
） 

【
対
策
後
】

 
 

役
割

 

統
括
責
任
者

 
（
増
員
）

 

・
全
体
統
括

 
・
通
報
文
の
最
終
チ
ェ
ッ
ク

  
・
当
番
者
へ
緊
急
時
組
織
で
の
活
動
へ
の
移
行
指
示

 

指
揮
者

 
・
当
番
者
の
指
揮
命
令

 
・
本
社
当
番
、
運
転
検
査
官
と
の
連
絡
窓
口

 
・
地
震
後
の
パ
ト
ロ
ー
ル
指
示

 

当
番
者
Ａ
－
１

 
・
現
場
対
応
の
取
り
纏
め

 
・
社
外
（
柏
崎
市
、
刈
羽
村
）
と
の
連
絡
窓
口

 

当
番
者
Ａ
－
２

 

・
社
外
（
警
察
、
消
防
）
と
の
連
絡
窓
口

 
・
自
治
体
向
け
情
報
提
供
メ
ー
ル
発
信

 
・
所
内
関
係
者
へ
緊
急
情
報
提
供
メ
ー
ル
発
信

 
・
緊
急
時
組
織
の
対
策
要
員
召
集

 

当
番
者
Ｂ
－
１

 
・
プ
ラ
ン
ト
関
係
情
報
の
ま
と
め

 
・
中
操
、
正
門
な
ど
か
ら
の
初
期
情
報
の
収
集
窓
口

 
当
番
者
Ｂ
－
２

 
・
自
衛
消
防
隊
長
（
火
災
、
火
報
発
生
時
の
現
場
対
応
） 

当
番
者
Ｃ
－
１

 
・
プ
レ
ス
、
マ
ス
コ
ミ
対
応

 
・
通
報
連
絡
用
紙
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク

 
・
社
外
（
新
潟
県
）
へ
の
０
報
連
絡

 

当
番
者
Ｃ
－
２

 
（
増
員
）

 

・
通
報
連
絡
用
紙
の
作
成
（
マ
ス
キ
ン
グ
版
も
作
成
）

 
・
プ
レ
ス
文
の
作
成

 
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
（
送
信
実
績
の
確
認
含
む
）

 
・
社
外
（
新
潟
県
）
と
の
連
絡
窓
口
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４．３．当番者の力量不足に対する対策 
当番者の力量不足については、２０１８年１１月１日に発生した荒浜側洞道内ケーブ

ル火災時の通報連絡遅れの対策として、下記を実施してきた。 
・実態に即した電話連絡、ＦＡＸ操作の訓練 
・当番者がそれぞれ自分の役割を認識し、適切に対応できるかを確認する訓練 
・訓練で得られた改善事項を当番者全員に周知 
その結果から、一部の当番者に負荷が掛かっていること、負荷の掛かった当番者をフ

ォローできる当番者が少ないことを課題としていた。しかしながら、通報連絡用紙の記

載誤りのあった６月１８日時点において、その課題への対策はできていない状況であっ

た。 
そのため、通報連絡用紙作成やメール送信文の作成など、他の当番者が実施する項目

の理解度・力量を向上させるための個別訓練を実施するとともに、チーム単位での当番

者の力量確認項目を設定し、個別の力量を確認できる訓練を実施することとした。具体

的な訓練プロセスは以下の通り。 
 訓練プロセス 実施事項 

①宿直当番の役   
割を理解する 

所長が力量を確認した上で、所長代務者として任命した統括責任
者が通報連絡対応の要求事項（安全協定、規制庁対応）を伝達し、
宿直当番の役割について、他の当番者の役割を含めて理解させる 

②すべての当番
者が通報連絡
に必要な技能
全般を習得す
る 

すべての当番者が通報連絡に必要な技能を習得させるため以下
の訓練を実施 
・通報連絡用紙（地震、火災）の記載、ＦＡＸ送信の訓練 
 訓練シナリオを付与し、実際に通報連絡用紙に記入させる。通
報連絡用紙の記載に誤りが無いか、重要情報が伝わるように記
載されているかを確認する。併せてＦＡＸ送信の操作ができて
いることも確認する。 

・メールシステム（自治体、所内）の操作訓練 
 通報連絡用紙の内容を適切にメールで配信できているかを確
認する。 

上記訓練は制限時間を設けて実施し、適切に対応できるまで何度
でも訓練を実施する。 

③宿直当番登用
の判断 

チーム訓練を実施し、役割分担毎に統括責任者による力量評価試
験を行い、力量到達者に対しては所長が宿直当番の執務を許可す
る。力量評価は当番者力量確認要領を用いて評価を行い、評価の
結果不合格者は再試験を実施する。 

（添付資料－２参照） 

④宿直当番の力
量を維持する 

実際の通報連絡を模擬した電話連絡・ＦＡＸ送信・メール送信を
行う宿直当番訓練を継続して実施する。 
訓練後の反省会では力量評価の各項目に対する評価結果を伝え、
力量が足りないと評価された当番者は宿直体制から外し、再度
【①宿直当番の役割を理解する】から訓練を行う。 

6

37



 
 

５．地域、社会の皆さまからの目線、感覚の醸成 
本事例では、正確な情報をお伝え出来なかったことにより、地域、社会の皆さまに大変

ご心配をおかけしてしまった。 
また、原子力発電所で働く所員全員が平時より、意識を高く、地域、社会の皆さまの思

いを感じながら業務を進めていく必要性を再認識することとなった。 
そこで、過去の失敗事例を省みること、所員自らが地域、社会の目線、感覚に触れるこ

とで、皆さまが求める通報連絡のありように気づくきっかけを付与し、意識を醸成する。 
 
５．１．社会的影響に関する感度の向上 

  本事象の様な社会的信用を失墜させた過去事例をＯＥ（運転経験）情報として活用す

る。 
宿直当番に入る事前訓練等において、ＯＥ（運転経験）情報を用いて、当社の失敗が、

地域、社会の皆さまにどの様に受け止められたのかを省みることとする。それにより、

原子力発電所を運営するという業務が内包する社会的影響の大きさを改めて感じ取り、

発電所の状況を速やかに、かつ正確に地域、社会の皆さまに発信し、お伝えする通報連

絡の重要性とその対応を行う当番者の責任に対する意識を高める。 
 
５．２．所員全員参加の全戸訪問による地域、社会目線の醸成 

  これまでは、新潟本部や発電所の事務系職員、技術系管理職などにより行ってきた柏

崎市及び刈羽村にお住まいの皆さまのご意見をお伺いする全戸訪問活動について、今年

度は、発電所の職員全員が参加して行うこととする。 
発電所の職員１人ひとりが地域の皆さまと直接お話をさせていただくことにより、地

域の皆さまの率直な思いやお考えを拝聴し、感じ取り、自らの業務にどのように活かし

ていくか考える機会とする。 
  本活動を通じて、発電所の職員が平時より、社内外に伝えるべき事に自ら気づき、判

断することが出来るよう、地域、社会目線の醸成に努めていく。 
 
６．日常業務における品質向上の対策 

トラブル対応における通報連絡だけでなく、発電所運営に関する品質向上のための対策

として以下を実施する。 

 

６．１．対外報告書に対する品質向上に関する対策 

社外へ報告するいかなる資料においても品質の確保は事業者として必達であることか

ら、組織的にチェック機能を有効に機能させるための改善を行う。 
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（１）対外報告書作成に関する組織の強化 

発電所から提出している対外報告書をリスト化し、報告書の内容に応じた作成

責任者を選任。対外報告書の作成にあたっては作成責任者が力量を有していると

認めた習熟者が報告書を作成することで、品質の向上を図る。 

（添付資料－３参照） 

 

（２）報告書作成に関する力量の付与 

各職場における「対外報告書の作成状況」を作成責任者及び力量保有者が確認

し、品質の確保にあたって修正すべき点が確認された場合には手順書等に対策を

反映する。 

 

６．２．法令違反撲滅に関する対策 

日常の業務についても、法令を遵守していることが発電所運営において必達であるこ

とから､法令違反を撲滅させるため組織の強化を実施する｡また、各職場においては、自

らの業務運営において法令を確実に遵守するため、定期的に自組織点検を実施し、不適

切な事例が確認された場合には速やかに是正する。 

 

（１）法令違反撲滅に関する組織の強化 

法令の要求事項を明確にし認識漏れを防ぐ仕組みとして、これまでの発電所運

営上の弱みとなっている法令を抽出して（現在は１２法令※を抽出）、法令および

業務に精通する者を法令管理者として選任した。法令管理者の役割は、担当する

法令類について各職場に対し、業務での対応要否、対応方法等について指導する

とともに、法令解釈についての問合せに助言を行う。 

また、各職場に法令管理者からの指示を業務展開する法令担当者を配置した。

法令担当者の役割は、自組織の業務実務者へ法令を遵守するよう指導するととも

に、法令解釈についての問合せに対し法令管理者と連携し、業務への反映が必要

な対応を指示する役割を担う。 

 

※１２法令とは 

  以下のいずれにも該当しないものを対象としている。 

  ・原子力安全に関わる法律で日々の業務プロセスの中で確実に認知されて 

いるもの 

  ・全社共通の業務プロセスの中で確実に用いられているもの 

  ・原子力発電所の業務に関係ないもの 

 ＜対象法令群（上位法令を記載）＞ 

  ・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 
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  ・消防法 

  ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

  ・公有水面埋立法 

  ・高圧ガス保安法 

  ・大気汚染防止法 

  ・電波法 

  ・毒物及び劇物取締法 

  ・労働安全衛生法 

  ・ダイオキシン類対策特別処置法 

  ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

  ・建築基準法 

 

（２）法令要求事項と業務の結びつけ 

発電所運営に関わる法令について、対応漏れが発生しやすい業務に着目し、条

文毎にリスト化した「業務と法令の関連表」の運用を開始した。 

各職場においては、日々の業務を進める中で「業務と法令の関連表」を活用し

て法令要求事項を確認し、業務の洗い出しから履行確認まで確実に実施していく。 

（添付資料－４参照） 

 

（３）法令遵守に関する自組織点検の実施 

法令担当者は、定期的に自組織の「法令遵守活動状況」の点検を実施し、法令

遵守に関する改善の有無を確認し、自らの業務に対する法令遵守の意識を高め、

継続的に改善を実施する。 

また、各職場の業務形態に応じた「法令遵守活動状況」を所長含む法令管理者

チームが確認し、指導を実施する。 

 

７．おわりに 
自治体及び地域の皆さまに大変なご心配とご不安をおかけしたことを、心よりお詫び申

し上げます。「発電所運営に関わる業務品質は社会の皆さまにご判断いただくもの」との認

識のもと、自治体及び地域の皆さまからのご意見をしっかりと伺いながら継続的な取り組

みを進めてまいります。 
 

以上 
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柏崎刈羽原子力発電所 

第 一・二・三 報 （続報有り・最終報） 

 
件名 発電所周辺での震度３以上の地震の発生について 公表区分 Ⅲ 

発 信 日 時   年  月  日   時   分 送 信 者  

受 信 日 時   年  月  日   時   分 受 信 者  

（連絡内容）：柏崎刈羽原子力発電所周辺での震度３以上の地震の発生について（第 報） 

 

・以下の連絡内容について、プレス公表（報道機関に資料配付）を行います。 

注）震度３の場合は発電所ＨＰテロップ掲載のみ 
 

（お知らせ） 
地震発生後のプラント状況について（  時  分現在、第 報） 

 
20  年  月  日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 
本日、  時  分頃に地震が発生しておりますが、  時  分現在の運転状況は以下の通りです。 

 

（１）プラントの状況 

号機

名 

地震発生前後の運転状況 燃料プール冷却系の状況 燃料プール冷却に 

係る所内電源の異常 地震発生前 地震発生後 地震発生前 地震発生後 

運転 停止 運転 停止 運転 停止 運転 停止 有 無 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

 

 

号機名 

燃料プール 

からの漏えい 

燃料プール水温度に関する情報 

備考 

燃料プール水 

温度 
温度上昇率 

運転上の制限値 

到達予想時間 

有 無 ℃ ℃/ｈ 
（65℃まで）時

間 

１      約  

２      約  

３      約  

４      約  

５      約  

６      約  

７      約  

 

 

 

 
 
柏崎刈羽原子力発電所 

 

件名 発電所周辺での震度３以上の地震の発生について 公表区分 Ⅲ 

発 信 日 時   年  月  日   時   分 
送 信 者  

確 認 者  

受 信 日 時  受 信 者  

 

・以下の連絡内容について、プレス公表（報道機関に資料配付）を行います。 

注）震度３の場合は発電所ＨＰテロップ掲載のみ 
 

（お知らせ） 
地震発生後のプラント状況について（  時  分現在、第  報） 続報 ・ 最終報 

 
20  年  月  日 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

本日､  時  分頃に地震が発生しておりますが、現在のプラント状況は以下の通りです。 
（参考）発電所周辺地域の震度情報 

観測所名 
出雲崎町 
米田 

柏崎市 
中央町 

柏崎市 
西山町池浦 

柏崎市 
高柳町岡野町 

刈羽村 
割町新田 震源地情報 

震度      ＿＿＿＿＿、Ｍ＿＿ 

 
（１）プラントの状況 

号機名
地震発生前後の 

プラント運転状況 

 燃料プール冷却系の状況 燃料プールの 

溢水・漏えい 地震発生前 地震発生後 

１ 

全号機 

プラント停止中 

運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

２ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

３ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

４ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

５ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

６ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

７ 運転・停止 確認中 運転・停止 (  時  分) 確認中 無 ・ 有 

 
燃料プール冷却系停止に関する情報（停止した場合のみ記載） 

号機名 
燃料プール水位 
（オーバーフロー 

    水位付近） 

燃料プール冷却に係る電源 
（外部電源・非常用 
   ディーゼル発電機） 

燃料プール水温度に関する情報 
燃料プール 
水温度 

温度 

上昇率 

運転上の制限値 
到達予想時間 

℃ ℃/ｈ （65℃まで） 
１ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
２ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
３ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
４ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
５ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
６ 正常・異常 正常・異常   約    時間 
７ 正常・異常 正常・異常   約    時間 

②記載箇所を移動 
地震速報メールとの記載順序の整合 

放出無し 

①ピアチェックのため追加 

添付資料－１ 
地震用通報連絡用紙の見直し前後 

③全般的に選択肢表記の見直し 
（左右は安全／非安全の順に統一） 

見直し前 見直し後 
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（２）発電所内で観測された地震の加速度の最大値 

     号機原子炉建屋基礎マット上端において   ．  ガル ・ 確認中 

  

 

（３）外部への放射能の影響   無し  （  時  分時点） 
 

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポスト

における指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。 
 

 

（４）各プラントの点検状況    

号機

名 

プラントの点検結果 
原子炉自動停止信号の発生の有無 

異常有り 異常無し 継続中 

１   
 無・有：

［                   ］ 

２   
 無・有：

［                   ］ 

３   
 無・有：

［                   ］ 

４   
 無・有：

［                   ］ 

５   
 無・有：

［                   ］ 

６   
 無・有：

［                   ］ 

７   
 無・有：

［                   ］ 

 

 

 
（５）発電所周辺地域の震度情報 

観測所名 柏崎市 
中央町 

柏崎市 
西山町池浦 

柏崎市 
高柳町岡野町 

刈羽村 
割町新田 

出雲崎町 
米田 

震度      
 
 

＜その他特記事項＞                                  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 
以 上 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

 
 

 
（２）外部への放射能の影響   無し 

放射線を監視している排気筒モニタや発電所の敷地境界に設置しているモニタリングポスト

における指示値は通常の変動範囲であり、現時点において外部への放射能の影響はありません。 
 
（３）発電所内で観測された地震の加速度の最大値 

地震の加速度の最大値 

確認中 

   号機 

   ．   ガル 

（原子炉建屋基礎マット上端  水平 ・ 上下 ） 

 
（４）各プラントの点検状況    

号機名 プラントの点検状況 原子炉自動停止信号の発生 

１ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

２ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

３ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

４ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

５ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

６ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

７ 継続中 正常 ・ 異常 確認中 
無 ・ 有：

［                   ］ 

（参考）原子炉自動停止の「地震加速度大」設定値 

原子炉建屋 最地下階床 水平１２０ガル 、上下 １００ガル 

原子炉建屋 中間階床  水平１８５ガル 

 

（５）その他特記事項 

                                               

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 
（参考）発電所周辺地域の津波情報 

津波発生に関する気象庁からの発表（新潟県沿岸における情報） 

確認中 無 ・ 有：［  津波注意報  ・  津波警報  ］  

 

以 上 

東京電力ホールディングス株式会社 

柏崎刈羽原子力発電所 

④表形式への見直し 

⑤津波情報の追加 

見直し前 見直し後 

③全般的に選択肢表記の見直し 
（左右は安全／非安全の順に統一） 
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宿直当番者力量確認試験要領 

１．背景 

2019 年 7月 1日より、所長が選任した当番熟練者による体制にて宿直当番を実施している。 

本要領は、その他の宿直当番者に対して力量確認を行い、当番熟練者に相当する力量を有している

か否かを評価し、認定するための試験要領とする。 

 

２．当番熟練者の選任 

当番熟練者については、宿直当番体制強化実施責任者及び宿直当番体制強化タスクマネージャーに

より、以下の観点から人選する。 

 

・過去の宿直当番訓練対応が長けている者。 

・過去の宿直当番の際に、トラブル体験があり、失敗していない者。 

・日々のトラブル対応に長けていると実績がある者。 

・日々の対外的対応に長けていると認められる者。 

・「統括責任者」に関しては、原子力副防災管理者に登録している者の中から人選。 

 

  上記の人選者の中から、所長が承認した者を、熟練当番者として選任する。 
 

３．試験概要 

宿直当番者は宿直当番体制強化後の編成に基づいたチーム単位で試験を実施する。 

評価者は熟練当番者として選任された者が行うこととし、必要事項チェックリストによる評価と、

試験終了後の質疑応答による評価で受験者の力量を総合的に評価する。 

 

３－１．チェックリストによる評価 

評価者はチェックリストに基づき、判定欄に「可・否」を記載する。なお、試験中にチェックリス

トの判定が全て確認できない場合は、試験終了後に行う受験者への質疑応答にて確認する。 

 

【チェックリストによる判定基準】 

・受験者がチェックリスト全項目に対してすべて「可」であるものを合格とする。 

・受験者がチェック欄の実施事項をすべて満足している場合を「可」とする。 

   ・合否の対象は、チェックリストの役割欄に記載されている受験者とする。 

 

３－２．試験終了後の質疑応答による評価 

評価者は試験終了後、必要事項チェックリストで判定が出来なかった事項や、確認が必要な事項を

受験者に対して質疑応答にて確認する。質疑応答の結果から、質疑応答チェックリストに基づき、判

定欄に「〇・△・×」を記載する。 

 

【質疑応答チェックリストによる判定基準】 

・判定基準がすべて「〇」もしくは「△」である者を合格とする。 

  〇：質疑において、他者の見本となる良好事例がある場合 

   △：要求されている事項は網羅できている場合 

    ×：実施事項が十分で無く、再度試験を行う必要があると判断される場合 

 

４．試験シナリオ 

試験シナリオは、「地震」とする。 

主な試験付与条件は、「震度４」、「燃料プール冷却系ポンプ停止」。 

 

５．再試験の実施 

試験を実施し不合格となった場合、当番熟練者からの指導を受けた上で、再試験を実施する。 

 

以 上 

添付資料－２ 
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添付資料－３

グレードⅡ グレードⅢ

1 施設定期検査申請書 原子力規制委員会
施設定期検査を受けようとする場合
（検査予定日７日※＋１か月前）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

2 施設定期検査申請内容の変更 原子力規制委員会 施設定期検査申請の内容に変更が生じた場合 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のためＧＭへ権限委譲

3 定検計画書 原子力規制委員会
「No.1施設定期検査申請書」又は「No.2施設定期検査申請内
容の変更」と同時に提出

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

4 施設定期検査時期変更承認申請書 原子力規制委員会

以下に該当する場合であって、検査を行うべき時期の前７日
※＋２か月前
・使用の状況から規定する時期に施設定期検査を行う必要な
いと認めて原子力規制委員会が定期検査を受けるべき時期
を定めて承認したとき
・災害その他非常の場合において，規定する時期に施設定期
検査を受けることが著しく困難であると認めて原子力規制委
員会が施設定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

5 定期安全管理審査申請書 原子力規制委員会
施設定期検査を受けようとする場合
（検査予定日７日※＋１か月前）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

6 定期安全管理審査申請の変更届出書 原子力規制委員会 定期安全管理審査申請の内容に変更が生じた場合 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

7 定期事業者検査計画書 原子力規制委員会
「No.5 定期安全管理審査申請書」又は「No.6 定期安全管理
審査申請の変更届出書」と同時に提出

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

8 定期事業者検査時期変更承認申請書 原子力規制委員会

＜運転中＞
実用炉規則 第55条第1項第2号に定める時期に実施できな
いおそれが生じた場合
＜施設定期検査の時期＞
以下に該当する場合の７日※＋２か月前
・使用の状況から規定する時期に定期事業者検査を行う必
要ないと認めて原子力規制委員会が定期事業者検査を受け
るべき時期を定めて承認したとき
・災害その他非常の場合において，規定する時期に定期事業
者検査を受けることが著しく困難であると認めて原子力規制
委員会が定期事業者検査を受けるべき時期を定めて承認し
たとき

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

9 定期事業者検査実績報告 原子力規制庁長官
定期検査申請を行った場合
（定期検査の終了日から原則として１月を超えない期間）

○ 安全総括Ｇ ○○　○○ 定型文のため，作成責任者はＧＭ

10 定検実施報告書 原子力規制庁長官 「No.9定期事業者検査実績報告」と同時に提出 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

11 運転保守状況等報告書 県市村 毎年度５～７月 ○ 安全総括Ｇ ○○　○○ ―

対外報告書リスト（例示）

所長 部長 GM

作成責任者

No. 報告書名 提出先 提出時期 備考

作成Ｇ 作成者副所長

グレードⅠ

作成箇所

①報告書のグレードに応じた
作成責任者を選任

②作成責任者が
力量を有した作成者を指名
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添付資料－４

新規
設置・
取得

修理・
改造

点検・
検査・
測定

廃止・
廃棄・
除却

○ ○ ○ ○ ○ ○ (c)取扱物：フ
ロン類

第一種特
定製品の
定義

・各Ｇ保管のフロン類「点検・整備記録簿」参
照

労務人事Ｇ、資材Ｇ、刈羽地域Ｇ、サービ
スホールＧ、防災安全Ｇ、防護管理Ｇ、放
射線安全Ｇ、化学管理Ｇ、環境Ｇ、発電
(3･4号)Ｇ、一管燃料Ｇ、二管燃料Ｇ、一全
保全総括Ｇ、一全タービン(1･4号)Ｇ、一全
タービン(2･3号)Ｇ、一全原子炉(1･4号)Ｇ、
一全原子炉(2･3号)Ｇ、高経年化評価Ｇ、
一全電気機器(1･4号)Ｇ、一全電気機器
(2･3号)Ｇ、一全計測制御(1･4号)Ｇ、一全
計測制御(2･3号)Ｇ、一全システムエンジ
ニアリングＧ、土木(第二)Ｇ、建築(第二)
Ｇ、二全タービンＧ、二全原子炉Ｇ、二全
電気機器Ｇ、二全計測制御Ｇ、環境施設
Ｇ、電子通信Ｇ、直営作業Ｇ

都度 法令対
象となる
特定製
品の判
断

■用語の定義（第一種特定製品）
第一種特定製品とは，業務用の機器であって，冷媒と
してフロン類が充填されているものをいう。
一　エアコンディショナー
二　冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を
有する自動販売機を含む。）
＜補足＞
以下の①～④のすべてに当てはまる機器のことを指
す。
①エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器（冷凍冷蔵
機能を有する自動販売機を含む。）である。
②業務用として製造・販売された機器である。
③冷媒としてフロン類が充塡されている。
④第二種特定製品ではない。

－ フロン排出
抑制法

第2条第
3項・第4
項・第5
項

・フロン排出抑制法施行規
則第1条第2項
・環境省 管理者手引き（第
2章 法律の対象）

○ (c)取扱物：
可燃物

★ 指定可燃
物の貯蔵・
取扱い

指定可燃物 労務人事Ｇ、資材Ｇ、報道Ｇ、地域共生総
括Ｇ、刈羽地域Ｇ、原子炉安全Ｇ、防災安
全Ｇ、防護管理Ｇ、放射線安全Ｇ、化学管
理Ｇ、環境Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、発電(3･4号)
Ｇ、発電Ｇ、一全保全総括Ｇ、一全タービ
ン(1･4号)Ｇ、一全タービン(2･3号)Ｇ、一全
原子炉(1･4号)Ｇ、一全原子炉(2･3号)Ｇ、
高経年化評価Ｇ、一全電気機器(1･4号)
Ｇ、一全電気機器(2･3号)Ｇ、一全計測制
御(1･4号)Ｇ、一全計測制御(2･3号)Ｇ、一
全システムエンジニアリングＧ、土木(第
一)Ｇ、土木(第二)Ｇ、建築(第一)Ｇ、建築
(第二)Ｇ、二全保全総括Ｇ、二全タービン
Ｇ、二全原子炉Ｇ、二全電気機器Ｇ、二全
計測制御Ｇ、環境施設Ｇ、環境施設プロ
ジェクトＧ、電子通信Ｇ、二全システムエン
ジニアリングＧ

使用前 届出 指定可燃物貯蔵・取扱いを開始する場合
（別表第８で定める数量の５倍以上の指定可燃物（可
燃性固体類及び合成樹脂類にあっては同表で定める
数量以上）を貯蔵し、又は取り扱う場合）

指定可燃物貯
蔵・取扱い届出
書

消防法 第2章
第9条の
3

新潟県柏崎市火災予防条
例第46条
新潟県柏崎市火災予防条
例別表８

○ (b)設備：高
圧ガス設備

★ 高圧ガス設
備の定期
自主検査

（第一種製造所）
①K1水素注入・供給設備
②K2～K7　OI系
（第二種製造所）
③防災用コンプレッサー
（特定高圧ガス消費施設）
④１号機水素注入・供給設備
⑤１号機焼却設備プロパン庫
⑥5号機雑固体廃棄物焼却設備プロパン庫

防災安全Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、一全タービン
(1･4号)Ｇ、一全タービン(2･3号)Ｇ、一全原
子炉(1･4号)Ｇ、一全原子炉(2･3号)Ｇ、一
全計測制御(1･4号)Ｇ、一全計測制御(2･3
号)Ｇ、二全タービンＧ、二全原子炉Ｇ、二
全計測制御Ｇ、環境施設Ｇ

検査 実施 第一種製造者、第二種製造者、特定高圧ガス消費施
設は、定期に、保安のための定期自主検査を実施す
る。

－ 高圧ガス保
安法

第35条
の2

一般高圧ガス保安規則第
83条
液化石油ガス保安規則第
81条

○ ○ ○ ○ (c)取扱物：
石綿

石綿が使
用されてい
る建築物
等の工事

・吹付け石綿
・石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被
覆材

防災安全Ｇ、放射線安全Ｇ、化学管理Ｇ、
環境Ｇ、発電(1･2号)Ｇ、発電(3･4号)Ｇ、一
管燃料Ｇ、発電Ｇ、二管燃料Ｇ、一全保全
総括Ｇ、一全タービン(1･4号)Ｇ、一全ター
ビン(2･3号)Ｇ、一全原子炉(1･4号)Ｇ、一
全原子炉(2･3号)Ｇ、高経年化評価Ｇ、一
全電気機器(1･4号)Ｇ、一全電気機器(2･3
号)Ｇ、一全計測制御(1･4号)Ｇ、一全計測
制御(2･3号)Ｇ、土木(第一)Ｇ、土木(第二)
Ｇ、建築(第一)Ｇ、建築(第二)Ｇ、二全ター
ビンＧ、二全原子炉Ｇ、二全電気機器Ｇ、
二全計測制御Ｇ、環境施設Ｇ、環境施設
プロジェクトＧ、電子通信Ｇ

作業時 届出及
び報告

【施工者】
特定工事におけるアスベスト排出等作業をする場合は
特定アスベスト廃棄物の種類、数量、処理の方法等の
届出及び報告を行う。又当該特定工事の注文者が存
在する場合は、当該注文者に報告を行う。
【注文者Ｇ（東京電力HD）】
同上事項の報告を受理する

第２号様式(新潟
県版）
特定アスベスト
廃棄物処理計画
届（報告）

新潟県アス
ベストの排
出及び飛
散の防止
等に関する
条例

第16条
第1項

同条例第2条第1項～第1
項第4号
同条例第10条第1項
同条例施行規則第7条第1
項～第3項第2号
同条例施行規則第7条第6
項

業務 既存設備
既存設備

設備保全箇所・対応箇所
実施時

期
実施区

分
許可・届出等の必要な事由 許可・届出書等 関係法令等条文法律

(1)作業 (2)
供用・
運用

期間中

(3)
事故
対応

業務早見表

キーワード
過去

不適合
ﾋﾔﾘﾊｯﾄ

③既存設備の”設備保全箇所・対応箇所”を
参考に法令を検索

業務と法令の関連表（抜粋）

②OE情報として“過去不適合ヒヤリハット”を活用
（★は過去に不適合、ヒヤリハットを経験しているもの）

①“業務の種類”と
“キーワード”で法令を検索
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（お知らせ） 
 

胎内市内において初めてとなる 

「東京電力コミュニケーションブース」の開設について 

 

2019 年 7 月 30 日 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 

 

「東京電力コミュニケーションブース」を、8 月 9 日(金)～8 月 12 日(月)にわたって、

ケーズデンキ胎内店 屋外特設テントに開設いたしますのでお知らせいたします。 

なお、胎内市では初めての開設になります。 

 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京電力ホールディングス株式会社 

新潟本社 渉外・広報部 広報総括グループ  025-283-7461（代表） 
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福島第二原子力発電所の廃止について 

 

2019 年7 月31日 
東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、昨年 6月14日、福島第二原子力発電所（以下、福島第二）の扱いについて、

福島第一原子力発電所（以下、福島第一）の廃炉とトータルで地域の安心に沿うものと

すべく、全号機を廃炉の方向で具体的に検討を進める旨をお伝えしておりました（2018
年 6月 14日お知らせ済み）。 

 

その後、福島第二の廃炉判断に向け、福島第一の廃炉作業も含めた人的リソースの 

確保や発電所の安全な廃炉、経営全般に及ぼす影響等の観点から、多岐にわたる課題に

ついて検討を進めてまいりました。 

 

このたび、これらの検討の目処が立ったこと、ならびに東日本大震災からの復興に 

おいて、福島県内の原子力発電所の全基廃炉を要望する地域のご意向等を総合的に勘案

し、本日、福島第二全号機（1～4 号機）の廃止を決定いたしました。 

 

当社は、今後、地域の皆さまに福島第二の廃炉の進め方等を丁寧にご説明し、ご理解

を賜りながら具体的な廃止に係る各種手続きを進めるとともに、廃止措置の実施にあた

っては、福島第一とあわせてトータルで地域の皆さまの安心に沿えるよう、誠心誠意 

取り組んでまいります。 

 

以 上 
＜別紙1＞廃炉に向けた基本方針 

＜別紙2＞福島第二原子力発電所の概要 
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＜別紙1＞ 

 
廃炉に向けた基本方針 

 
1. 福島第一の廃炉作業も含めた人的リソース確保 

 他の廃炉プラントと同様、廃炉工程は1基あたり 30年程度を見込んでいますが、福

島第一の廃炉と並行することを踏まえ、人的リソース配分等に十分配慮していく必

要があるため、全 4 基の廃炉を終えるには 40 年を超える期間が必要な見通しです。 

 できるだけ工程の短縮に努め、安全・安心を第一に廃炉作業を進めてまいります。 

 
2. 安全な廃炉 

 発電所内に保管中の使用済燃料（約 1 万体）は、廃炉終了までに全量を県外に搬出

する方針ですが、できるだけ早期の搬出に努めてまいります。 

 廃炉を円滑に進めるため、他原子力発電所でも計画されている乾式キャスクによる

貯蔵施設を構内に設置し、使用済燃料プールからの燃料取出しを計画的に進めて 

いく予定です。具体的な貯蔵規模等は、今後詳細を検討してまいります。 

 作業員の被ばく低減や作業安全の確保を図り、かつ放射性廃棄物の放出を最小限に

抑えるなど、関係法令を遵守しつつ、安全確保を最優先に、段階を踏みながら進めて

まいります。 

 詳細については、今後作成する廃止措置計画の中で具体化し、地域の皆さまに丁寧に

ご説明の上、ご理解を得ながら進めてまいります。 
 
3. 地域の産業振興に向けた貢献 

 福島第二の廃炉を進めるにあたっては、資機材の調達を含め、地元企業の皆さまが参

画いただけるよう多くの機会を設けるとともに、解体物の保管容器調達や有用物の

有効利用促進などを通じて、地域の振興に寄与し得るよう取り組んでまいります。 

 これらについては、福島第一の廃炉とあわせて検討・具体化し、地域の皆さまには計

画段階から丁寧にご説明してまいります。 

 

なお、これまで経営全般に及ぼす影響について、収支、財務面等から検討してまいりまし

た。本日の廃止決定にあわせて廃炉会計の申請を行うことといたしますが、具体的な影響額

については、本日発表の 2019年度第一四半期決算において、別途お知らせいたします。 

 

以 上 
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＜別紙2＞ 

 

福島第二原子力発電所の概要 

 

1.設備概要 

所在地 福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12 
敷地面積 150万㎡ 

 1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 

原子炉型式 沸騰水型軽水炉（BWR） 

格納容器形式 マークⅡ マークⅡ改良 

電気出力（万 kW） 110.0 
熱出力（万 kW） 329.3 
燃料集合体数（体） 764 
 

2.主な経緯 

1972年 8 月 28日 1 号機 原子炉設置許可申請 

1974年 4 月 30日 1 号機 原子炉設置許可 

1975年 11月 1 日 1 号機 着工（基礎掘削開始） 

1976年 12月 21日 2 号機 原子炉設置許可申請 

1978年 6 月 26日 2 号機 原子炉設置許可 

1978年 8 月 16日 3 号機 原子炉設置許可申請 

4 号機 同上 

1979年 2 月 28日 2 号機 着工（基礎掘削開始） 

1980年 8 月 4 日 3 号機 原子炉設置許可 

4 号機 同上 

1980年 12月 1 日 3 号機 着工（基礎掘削開始） 

4 号機 同上 

1982年 4 月 20日 1 号機 営業運転開始 

1984年 2 月 3 日 2 号機 営業運転開始 

1985年 6 月 21日 3 号機 営業運転開始 

1987年 8 月 25日 4 号機 営業運転開始 

2011年 3 月 11日 東北地方太平洋沖地震により運転停止 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 

3.発電実績 

 1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 

総発電電力量 

（億 kWh） 

2,135※1 1,960※1 1,686※1 1,656※1 

設備利用率（％） 76.5※2 74.9※2 67.8※2 72.8※2 
     ※1 2010年度末までの累計 

     ※2 2010年度末までの平均 

 

 

以 上 
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2019年度第 1四半期決算について 

 

2019年 7月 31日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

当社は、本日、2019年度第 1四半期（2019年 4月 1日～6月 30日）の連結業績に 

ついてとりまとめました。 

 

連結の経常損益は、東京電力グループの販売電力量が前年同期比 0.8%減の 522 億 kWh

となった一方、燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したことや、グループ全社を挙げた継

続的なコスト削減などにより、前年同期比 46.3%増の 985億円の利益となりました。 

 

また、特別利益に災害損失引当金戻入額 1,135億円、持分変動利益 1,997億円を加えた

3,132億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費 300億円や福島第二廃止損失 956

億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する四半期純損益は 2,816億円の利益と

なりました。 

 

                   （単位：億円） 

 
当第 1四半期 

（A） 

前年同期 

（B） 

比 較 

A－B A／B（％） 

 売 上 高    15,040   13,540      1,500 111.1 

 営 業 損 益   512   688  △    176 74.4 

 経 常 損 益   985   673       312 146.3 

 特 別 損 益   1,875  △ 466     2,342   - 

 
親会社株主に帰属する 

四 半 期 純 損 益 
  2,816   164      2,651  - 

 

 

【セグメント別の経常損益】 

2019年度第 1四半期のセグメント別の経常損益については、以下のとおりです。 

・東京電力ホールディングス株式会社の経常損益は、業務の内製化などによる費用の減

少により、前年同期比 25億円増の 1,564億円の利益となりました。 

・東京電力フュエル＆パワー株式会社の経常損益は、火力発電事業等を承継した JERA

において、燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したことなどにより、前年同期比 233

億円増の 458億円の利益となりました。 

・東京電力パワーグリッド株式会社の経常損益は、託送収益の増加や、修繕費・減価償

却費などの減少により、前年同期比 38億円増の 426億円の利益となりました。 
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【本件に関するお問い合わせ】 
東京電力ホールディングス株式会社 

広報室 報道グループ 03-6373-1111（代表） 

 

・東京電力エナジーパートナー株式会社の経常損益は、競争激化により、前年同期比 36

億円減の 120億円の損失となりました。 

 

 （単位：億円） 

 
当第 1四半期 

（A） 

前年同期 

（B） 

比 較 

A－B A／B（％） 

 経 常 損 益   985   673       312 146.3 

 東京電力ホールディングス   1,564   1,538  25 101.7 

 東京電力フュエル＆パワー   458   224        233 203.7 

 東京電力パワーグリッド    426   387         38   109.9 

 東京電力エナジーパートナー  △ 120  △ 83  △     36   - 

 

 

 

以 上 
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方針１．汚染源を取り除く

方針２．汚染源に水を近づけない

方針３．汚染水を漏らさない

③地下水バイパスによる地下水汲み上げ

④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置

⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

⑦水ガラスによる地盤改良

⑧海側遮水壁の設置

⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）

（注３）配管などが入った地下トンネル。

①多核種除去設備等による汚染水浄化

②トレンチ(注３)内の汚染水除去

廃炉・汚染水対策の概要 ２０１９年７月２５日
廃炉・汚染水対策チーム会合／事務局会議

1/8

「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

「汚染水対策」の３つの基本方針と主な作業項目

～汚染水対策は、下記の３つの基本方針に基づき進めています～
多核種除去設備（ALPS）等
• タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低
減させます。

• 多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設
備の増設（2014年９月から処理開始）、国の補助事
業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年
10月から処理開始）により、汚染水（RO濃縮塩水）
の処理を2015年5月に完了しました。

• 多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水
について、多核種除去設備での処理を進めています。 (高性能多核種除去設備)

フランジ型タンクから溶接型タンクへのリプレース

（注１）事故により溶け落ちた燃料。

２０１４年１２月２２日に４号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了し、２０１９年４月１５日より３号機使用済燃料プールからの
燃料取り出しを進めています。作業にあたっては、周辺環境のダスト濃度を監視しながら安全第一で進めます。
引き続き、１、２号機の燃料取り出し、１～３号機燃料デブリ(注１)取り出しの開始に向け順次作業を進めています。

３号機使用済燃料プールからの燃料取り出し
に向けては、燃料取り出し訓練と併せて計画
していたガレキ撤去訓練を2019年3月15日
より開始し、4月15日より燃料取り出しを開
始しました。

原子炉建屋オペレーティングフロアの線量低減対策とし
て、2016年6月に除染作業、2016年12月に遮へい体
設置が完了しました。2017年1月より、燃料取り出し用
カバーの設置作業を開始し、2018年2月に全ドーム屋根
の設置が完了しました。

使用済燃料プール
からの燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し

原子炉施設の解体等

保管／搬出燃料取り出し
燃料取り出し
設備の設置

ガレキ撤去、
除染

保管／搬出
燃料デブリ
取り出し

解体等
設備の設計
・製作

シナリオ
・技術の検討

１、２号機 ３号機 ４号機

１号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
２号機：燃料取り出し開始 2023年度目処
３号機：燃料取り出し開始 2018年度中頃※
４号機：燃料取り出し完了 2014年

原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討等

（注２）

１～３号機

2019年度

初号機の燃料デブリ
取り出し方法の確定

（注２）

燃料取り出しの状況
（撮影日2019年4月15日）

使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて

2019年4月15日より燃料
取り出しを開始。

※

重層的な対策による汚染水発生の抑制

• 重層的な建屋への流入対策を講じ、建屋への雨水・地下水等流入を抑制します。

• 陸側遮水壁、サブドレン等の重層的な汚染水対策により、建屋周辺の地下水位は低位
で安定的に管理されています。また、建屋屋根の破損部の補修や構内のフェーシング
等により、降雨時の汚染水発生量の増加も抑制傾向となっています。

陸側遮水壁
内側

陸側遮水壁
外側

• フランジ型タンクから、より信頼性の高い溶接型タンク
へのリプレースを進めています。

• フランジ型タンク内のストロンチウム処理水を浄化処理
し、溶接型タンクへの移送を2018年11月に完了しまし
た。また、ALPS処理水については、2019年3月に溶接
型タンクへの移送が完了しました。 (溶接型タンク設置状況)

• これにより、汚染水発生量は、約470m3/日（2014
年度）から約170m3/日（2018年度）まで低減して
います。

• 引き続き、陸側遮水壁の確実な運用により１-４号機
建屋周辺の地下水位を低位に維持するとともに、建屋
屋根破損部の補修やフェーシング等の雨水流入対策を
継続し、汚染水発生量の更なる低減を図ります。
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◆１～３号機の原子炉・格納容器の温度は、この１か月、約20℃～約30 ℃※１で推移しています。
また、原子炉建屋からの放射性物質の放出量等については有意な変動がなく

※２
、総合的に冷温停止状態を維持していると判断しています。

※１ 号機や温度計の位置により多少異なります。
※２ １～４号機原子炉建屋からの放出による被ばく線量への影響は、20１９年６月の評価では敷地境界で年間0.00025ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ未満です。

なお、自然放射線による被ばく線量は年間約2.1ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ (日本平均)です。

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版）

取り組みの状況

4号機

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

燃料
デブリ

建
屋
カ
バ
ー
鉄
骨

使用済燃料
プール(SFP)

原子炉建屋(R/B)

注水

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ
（閉止完了）

2号機

ペ
デ
ス
タ
ル

3号機

前室

防風
フェンス

オペレーティングフロア
（オペフロ）

2/8

注水

392体 615体

陸
側
遮
水
壁

2016/3/31
凍結開始

1568/1568
凍結管設置 (本)

2015/11/9
凍結管設置完了

＊2：2012年に先行して
取り出した新燃料2体を含む

燃料取り出し用カバー

取り出し完了燃料（体）

1535/1535*2
（2014/12/22燃料取り出し完了）

1号機

３号機新燃料(２８体)取り出し完了

注水

ドーム屋根

燃料取扱機
クレーン

FHM
ガーダ遮へい体

取り出し完了燃料（体）＊1

28/566
（2019/7/21時点）

２０２１年度から５／６号機サブドレン復旧へ

＊1：共用プールのラックに
貯蔵した燃料

１／２号機排気筒解体を
８月より開始へ

3号機燃料取り出し作業を7月4日より再開
し、7月中に計画していた新燃料21体の取り
出しを完了しました。これにより、7月21日
時点で全燃料566体のうち2８体の燃料取り出
しを完了しました。

作業にあたっては、周辺環境のダスト濃度に
有意な変動がないことを確認しています。

また、17日と21日に燃料取扱設備の作動流
体が流れるホース継手部から漏えいがあること
を確認しました。24日から開始している設備
点検に合わせて原因調査や対策、類似箇所の確
認等を行い、9月初旬から燃料取り出し作業及
びガレキ撤去作業を再開する計画です。

1/2号機排気筒解体作業開始に向けて、
クレーンの吊り上げ高さを確保する対策
を実施しました。これまでに、路盤整備
を7月10日に完了し、吊り上げ高さが十
分に確保できることを7月18日に確認し
ました。

今後、周辺環境への影響を確認しなが
ら、2019年度内の排気筒解体完了に向
けて、8月上旬より安全最優先で作業を
開始する計画です。

5/6号機建屋周辺の地下水位は、高い状況が継続しており、
建屋貫通部の経年劣化等により、地下水の流入が増加し、重
要設備を浸水させるリスクがあります。
この対策として、2021年度からの5/6号機のサブドレン
復旧に向けた検討を開始しました。汲
み上げたサブドレン水は、1～4号機
サブドレン浄化設備へ移送し、浄化処
理を行います。また、5/6号機の建屋
滞留水処理装置に余力ができることか
ら、今後の構内溜まり水等の処理への
活用を検討していきます。

5/6号機サブドレン復旧概要

１号機アクセスルート構築作業を７月中に再開へ

原子炉格納容器（以下、PCV）内部調査に向け、アクセスルート構築作業を進めていましたが、6月4
日にX-2ペネトレーション内扉の穿孔作業において、仮設モニタのダスト濃度が作業管理のために設定
した値より上昇※したことを確認しました。
これは、穿孔作業時の高圧水が格納容器内のグレーチ

ングに当たりダストが飛散した影響などによるものと推
定しています。今後の穿孔作業等に向けて、切削範囲を
変えながら影響の少ない範囲で施工を行い、穿孔作業に
伴うダスト濃度の傾向を把握していきます。
これらの作業を7月下旬を目途に再開し、ダスト飛散

の知見を拡充した上で、8月下旬以降に内扉の孔開けや
格納容器内干渉物の切断を順次、実施していく計画です。

200A孔

40°

切削範囲

0°

+90°-90°

180°

切削範囲イメージ
(紙面奥側がPCV内側)

X-2ペネ前断面図（PCV内）

6月4日のX-2ペネ内扉穿孔作業状況

AWJ：アブレシブウォータジェット

（水に研磨材を混入させて高圧噴射により切断加工を行う工法）

１号機ウェルプラグ調査を開始
使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けて、事故時の

水素爆発の影響により正規の位置からズレが生じたと考えら
れるウェルプラグの扱いを検討するため、7月17日より調査
を開始しました。

今回の調査では、調査用と監視用のロボット２台を用い、
3D計測や空間線量率測定などを実施していきます。

１号機使用済燃料プール内調査を８月に実施へ

使用済燃料プール（以下、SFP）からの燃料取り出しに
向けて、SFP上にある崩落屋根を撤去する計画です。作業
時に小ガレキ等が落下し、燃料の健全性に影響を与えるリ
スクが考えられる
ことから、作業前
にSFPの養生を行
います。

この準備作業と
して、水中カメラ
を用い、プール内
の状況を確認する
調査を8月に実施
します。

SFP内調査イメージ

※：数時間で作業前の濃度レベルに低下したことを確認しています。

ウェルプラグ内部状況

ガレキ撤去前 ガレキ撤去後

プラグ中段調査範囲（計画）
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主な取り組みの配置図
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敷地境界

MP-1

MP-2

MP-4

※モニタリングポスト（MP-1～MP-8）のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト(MP)のデータ（10分値）は0.409μSv/h～ 1. 330 μSv/h（2019/6/26 ～ 2019/7/23 ）。
MP-2～MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10～4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。
環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。
MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/７/10～７/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-6

提供：日本スペースイメージング（株）2018.6.14撮影
Product(C)[2018] DigitalGlobe, Inc.

MP-3

MP-5

MP-7

MP-8

凍土方式による
陸側遮水壁

１号機ウェルプラグ調査を開始

３号機新燃料(２８体)取り出し完了

１号機使用済燃料プール内調査を８月に実施へ

１／２号機排気筒解体を８月より開始へ

２０２１年度から５／６号機
サブドレン復旧へ

１号機アクセスルート構築作業を
７月に再開へ

前回7/3地域の会にて放映分
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